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日吉津村農業委員会９月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和３年９月１０日（金)午後１時３０分から午後３時３３分 

 

２．場      所  日吉津村役場２階 第１・２会議室 

 

３．出  席  者  委員   １０人 

       会長    ５番  齋下 博三 

       委員    １番  上野 秀雄 

２番  川口 剛敏 

３番  山﨑 博 

４番  三鴨 真樹 

             ６番  林原 美代子 

             ７番  川原 邦建 

８番  山西 昇 

             ９番  長谷 昭宏 

            １０番  生村 好実 

 

農業委員会事務局職員 事務局長 益田 英則 

 主査   齋古 直樹 

 

４．欠 席 者       

 

５．議 事 日 程 

日程第 １ 会議録署名委員の指名 

   日程第 ２ 諸般の報告について（行事報告） 

   日程第 ３ 報告第１３号 農用地利用配分計画の認可について 

日程第 ４ 報告第１４号 公共事業の施行に伴う付帯施設設置に係る農地転 

用報告書について 

日程第 ５ 報告第１５号 農地法第４３条第１項の規定による届出について 

日程第 ６ 議案第２８号 日吉津村農用地利用集積計画について 

日程第 ７ 議案第２９号 農用地利用配分計画(案)に係る意見について 

   日程第 ８ その他 

① 農地利用状況調査後の予定について 

② １０月 月例総会の開催について 

③ 農地貸借等に係る情報交換について 

          その他 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和 3年 9月、日吉津村農業委員会月例総会を開会いたします。

出席委員は在任委員 10 名中 10 名です。定足数に達しておりますので、総会は

成立しております。 

それでは、会長より開会の挨拶をお願いいたします。 

議長     天気も秋の天気が落ち着いたかなと思います。箕蚊屋では稲刈りが始まって

いるようですが、日吉津でも早いところでは来週からでも始まるのではないか

と思います。作況指数も 100 で平年並みといったところです。皆様方には十分

に健康に留意され、秋作業に頑張っていただきたいと思います。 
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日程第 1、会議録署名委員さんの指名をさせていただきます。今月は 3 番・

山﨑委員さん 4番・三鴨委員さんにお願いいたします。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     続きまして日程第 2、諸般の報告。行事報告を事務局からお願いします。 

 

〔事務局 行事報告説明〕 

 

議長     諸般の報告が事務局よりございました。 

       発言される際は、挙手をし、会長より指名を受け、番号・氏名を言ってから

発言をお願いします。 

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 3、報告第 13 号、農用地利用配分計画の認可について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 13号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 13号、農用地利用配分計画の認可につきまして、皆さんご意見・ご質

問はありませんか。 

 

山﨑委員   配分先には作業場が無い。以前は村道 1 号線の倉庫を借りられていたが、そ

の後どうなったか。 

 

事務局    把握していません。 

 

局長     確認してみます。 

 

山﨑委員   農業をされるのに機械類が外にある。農政に携わる者は把握しておかなけれ

ばならない。アンテナが張っていない。 

 

議長     確認して報告してください。他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 4、報告第 14 号、公共事業の施行に伴う付帯施設設置に係る農地転用

報告書について事務局より説明をお願いいたします。 
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〔事務局 報告第 14号、公共事業の施行に伴う 

付帯施設設置に係る農地転用報告書について説明〕 

 

議長     報告第 14号、公共事業の施行に伴う付帯施設設置に係る農地転用報告書つき

まして、皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   地目が田であるが、昨年は稲が植わっていたか。 

 

議長     ①は今年、稲が植わっている。従って工事は稲刈りが終わってからになる。 

       ②は保全管理です。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 5、報告第 15号、農地法第 43条第 1項の規定による届出ついて事務局

より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 15号、農地法第 43 条第 1 項の 

規定による届出について説明〕 

 

議長     報告第 15 号、農地法第 43 条第 1 項の規定による届出つきまして、皆さんご

意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 6、議案第 28 号、農地法第 3 条の規定による許可申請について事務局

より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 28号、農地法第 3条の規定による許可申請について説明〕 

 

〔三鴨委員退室〕 

 

議長     議案第 28号、農地法第 3条の規定による許可申請つきまして、皆さんご意見・

ご質問はありませんか。 

 

川口委員   根抵当権は抹消してあるか。 
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事務局    抹消してあります。 

 

山﨑委員   進入路は環状線になるが、ここには県有地があるがどうか。 

 

事務局    村が借りています。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 

〔三鴨委員入室〕 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 7、議案第 29 号、日吉津村農用地利用集積計画について事務局より説

明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 29号、日吉津村農用地利用集積計画について説明〕 

 

議長     議案第 29号、日吉津村農用地利用集積計画につきまして、皆さんご意見・ご

質問はありませんか。 

 

川口委員   総括表の間違いを指摘。 

 

事務局    訂正願います。 

 

山﨑委員   5番の奥、1638の現状はどうか。 

 

川原委員   作付けされています。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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議長     日程第 8、議案第 30 号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について事務局

より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 30号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について説明〕 

 

議長     議案第 30号、農用地利用配分計画(案)に係る意見につきまして、皆さんご意

見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、その他①農地利用状況調査後の予定について事務局より説明をお願

いいたします。 

 

〔事務局 その他①、農地利用状況調査後の予定について説明〕 

 

議長     その他①農地利用状況調査後の予定につきまして、皆さんご意見・ご質問は

ありませんか。 

 

川原委員   P9の 10番、永小作で他の人ではないか。 

 

事務局    確認します。 

 

川口委員   P3 の 2 番、利用権設定しているのではないか。遊休 2 号ではなく、保全管理

ではないか。 

 

事務局    利用権設定については市街化区域なので把握していません。 

 

議長     P1の 1番、相続放棄とあるが、誰の土地か。所有者の氏名を書くように。 

 

上野委員   P2 の 16･17 番は 9 月 3 日以降、草刈がされている。それから P2 の 12 番は所

有者・地番等おかしい。 

 

事務局    確認します。P1 の 6 番は調査の前に草刈りしましたと連絡がありましたがど

うですか。 

 

議長     今までは草刈で良しとしていたが、本来は耕耘して作付けが目的である。 

 

上野委員   機構の管理から離れた土地の所有者からの相談についても一定の答弁・考え

が必要。 
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川口委員   P7 の 15･16 番、去年、話に行った際、カインズに売り、金も貰ったというこ

とだった。今年はどう話すのか。 

 

議長     カインズに聞くか、謄本で確認する事。 

 

川原委員   県外者への通知は写真添付で出すようにして下さい。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     その他②10月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 10月 8 日(金)、又は 11 日(月)役場 2 階第 1･2 会議室となって

おりますが、よろしいですか。 

 

〔12 日という声あり〕 

 

議長     それでは、10 月 12 日（火）午後 1 時 30 分、役場 2 階、第 1･2 会議室でお願

いします。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     その他③農地貸借等に係る情報交換について、特に変わったところはあるか。 

 

事務局    特に変わったところはありません。図面を若干変更しました。 

 

議長     その他 

 

事務局    その他で、がんばる地域プランの資料を配付しております。詳しくは説明し 

ませんが、皆さまにご覧いただきたいと思います。 

 

川口委員   こういうのは農業政策の在り方の部分であり、見ておいてくださいではなく、

農業委員会で議論しなければならないのではないか。 

 

山﨑委員   集落説明会はあるのか。 

 

局長     （概要説明） 

 

山﨑委員   農家が知らないものを、勝手に行っていいのか。説明会は行ってほしい。 

 

議長     他に無いようでしたら、以上で月例総会を終了いたします。 

 

閉会時刻  午後 3時 33分 

 


